
６月の自然観察会
●新緑の湿原　野鳥観察会
　夏鳥が勢揃いしたフィールドで、繁
殖期の野鳥の姿とさえずりの特徴を教
わりながら散策しましょう。
A６月５日㈯午前８時～10時／Bシ
ラルトロ湖・蝶の森周辺／Cシラルト
ロ自然情報館駐車場／E10人／I電
話で塘路湖エコミュージアムセンター
(M015-487-3003)へ

●初夏の花を見に行こう
　釧路湿原はいよいよ花のシーズン到
来です｡初夏を代表する湿原の花々を観
察しましょう。
A６月６日㈰午前10時～正午／E10
人／BI電話で温根内ビジターセンタ
ー(M65-2323)へ

21(令和３)年度教科書展示会
　市内の小・中学校で現在使用されて
いる教科書の見本を次の会場で展示し
ます。なお、釧路教育研究センターで
は、高等学校用教科書の見本も展示し
ます。
①釧路教育研究センター(千歳町3-16)
A６月11日㈮～30日㈬(土・日曜日を
除く) 
②阿寒町公民館(阿寒町中央2-4-1)
A６月11日㈮～23日㈬(月曜日を除く)
③阿寒湖まりむ館
　(阿寒町阿寒湖温泉2-6-20)
A６月25日㈮～７月７日㈬(土・日曜
日を除く) 
④音別町ふれあい図書館
　(音別町朝日2-81)
A６月11日㈮～30日㈬(月曜日、第３
土・日曜日を除く)
※①～④各午前９時～午後５時
⑤中央図書館４階(北大通10-2-1)
A６月11日㈮～30日㈬(月曜日、最終
金曜日を除く)午前９時30分～午後７
時30分
※会場により休館日が違いますのでご
注意ください。
J市教委教育支援課(M23-5186)

Ｊアラートを活用した
住民への緊急地震速報訓練の実施
　全国瞬時警報システム(Ｊアラート)
から送られてくる国からの緊急地震速
報を、防災行政無線およびFMくしろ
を利用し、市民へ伝える情報伝達訓練
を実施します。
A６月17日㈭午前10時ころ※状況に
より中止の場合あり／B市内全域
訓練ですのでお間違えの無いようお願
いします。
※Ｊアラートとは、地震や津波、武力
攻撃などの緊急情報を国から市町村へ
人工衛星などを通じて瞬時にお伝えす
るシステムです。
J防災危機管理課(M31-4207)

  職員･公募委員等

職員採用試験(総合職自己アピール)
　受験資格等の詳細は、市ホームペー
ジをご覧いただくか、お問い合わせく
ださい。
I６月１日㈫～７月６日㈫に市ホーム
ページのウェブシステムから／J職員
課(M31-4511)

市立釧路総合病院職員採用試験
(診療情報管理士）
募集人数＝若干名／受験資格＝75(昭
和50)年４月２日以降に生まれた方で､
既に診療情報管理士の資格を有する方
／採用予定日＝10月１日㈮／試験日
＝７月上旬／試験会場＝市立釧路総合
病院(時間は別途通知)／選考方法＝小
論文、面接／書類請求＝試験案内、申
込書は当院ホームページからダウンロ
ード※郵送で請求する場合は､電話連絡
／I６月１日㈫～15日㈫に市立釧路総
合病院事務部総務課(〒085-0822春
湖台1-12M41-6121)へ

  その他

釧路市民貢献賞の候補者を
推薦してください
【産業部門】
〇産業活動を通じて業界の振興に尽力
し、その功績が顕著な方
〇経営の合理化を図り、その業績を上
げ、他の模範となる方
〇新製品の研究開発、技術の向上に努
め、その業績を上げた方
〇職務に関し、有益な研究または発明
発見をされた方
〇業務に精励し、創意工夫により生産
能率の向上に顕著な業績を上げた方
〇職場内において勤労尊重の気風を培
い、他の模範となる方
〇上記以外で産業の発展に貢献された
方　
【社会部門】
〇市が推進する事業や各種市民運動を
通じて、地方自治の振興に貢献された
方
〇学校・社会・私学教育の振興に貢献
された方
〇地域まちづくり運動などを通じて、
市民の模範として住民活動に貢献され
た方
〇社会福祉の向上増進に貢献された方
〇保健医療または自然環境保全・環境
衛生思想の普及と増進に貢献された方
〇上記以外で市民生活の向上に貢献さ
れた方
I６月１日㈫～30日㈬に所定の申請
用紙等(各担当課に要確認)を直接また
は郵送(〒085-8505黒金町7-5)で、
産業部門は市役所４階産業推進室(M
31-4550)、社会部門は市役所２階市
民生活課(M31-4590)へ

消防本部からのお知らせ
●21(令和３)年度第３回危険物取扱
者試験・第２回消防設備士試験
A７月18日㈰／試験の種類＝[危険物
取扱者]甲種、乙種(１～６類)、丙
種、[消防設備士]甲種特類、甲種(１
～５類)、乙種(１～７類)／I郵送申
請は６月11日㈮～18日㈮(必着)、電
子申請は６月８日㈫～15日㈫に消防
試験研究センター北海道支部(〒060-
8603札幌市中央区北５条西6-2-2札幌
センタービル12階M011-205-5371)
へ
●21(令和３)年度
　第１回危険物取扱者保安講習会
A７月13日㈫・14日㈬[一般]午前９
時30分～午後０時30分､[給油取扱所]
午後１時30分～４時30分／Bまなぼ
っと幣舞／I申請書(消防本部、各支
署に設置)を受講希望日の10日前(必
着)までに北海道危険物安全協会連合
会(〒060-0004札幌市中央区北４条
西6-1毎日札幌会館９階M011-205-50
88)へ
【共通】J消防本部予防課予防広報担
当(M23-0426)

文化賞の候補者を推薦してください
　市の文化の発展に著しく貢献したと
認められる個人または団体を顕彰しま
す。
D芸術(音楽、文学、美術、芸能)、科
学(自然科学、人文科学)の各分野で功
績のあった市内在住もしくは在住して
いた個人または市内に事務所を有して
いる団体等／推薦方法＝６月１日㈫～
30日㈬(当日消印有効)に所定の申請
用紙(市ホームページからダウンロー
ド可)と候補者の活動がわかる詳しい
資料を直接または郵送でＭＯＯ４階市
教委生涯学習課(〒085-0016錦町2-4
M31-4579)へ

市営住宅入居受付
A６月３日㈭～９日㈬午前９時30分
～午後４時30分(６日㈰を除く。５日
㈯は防災庁舎のみ受け付け)／B防災
庁舎１階、各行政センター、阿寒湖温
泉支所／I収入を証明するもの、障が
い者手帳のコピー、住宅明け渡し請求
関係書類、印鑑(シャチハタ不可)を持
参の上、会場で申込用紙に必要事項を
記入
※郵送での申し込みは要問い合わせ
※次の団地は募集を中断しています。
募集中断団地＝白樺台Ｃ団地、堀川団
地、武佐団地Ｒ10・R12棟、美原団
地M１～M５棟、阿寒町まりも団地、
音別町堤団地、音別町光洋団地
※美原団地(M１～M５棟を除く)は、
２人以上の世帯に限り４・５階を別に
受け付けを行いますので、申込時にご
確認ください。
※旭団地コーディアルタウン旭橋は、
借上公営住宅のため入居期限が29(令
和11)年３月31日までとなっています｡
※子育て世帯(同居者に小学校就学前
の子供がいる世帯)向け住宅は、次の
①～⑤の住宅を受け付けします。
①興津団地こうよう３－3104号室(２
LDK、１階)　②緑ケ岡団地くるみ－
0127号室(３LDK、２階)　③旭団地
コーディアルタウン旭橋－1015号室
(３LDK、１階)　④芦野団地きんれ
んか－0612号室(３LDK、１階)　⑤
昭和団地SW４－0423号室(３LDK、
２階)
※新婚世帯向け住宅(入居者および同
居者であるその配偶者の年齢の合計が
70歳以下であり、かつ婚姻の届出日
から２年以内の世帯)は、次の①②の
住宅を受け付けします。
①興津団地こうよう２－0211号室(２
LDK、１階)　②春日団地ぽぷら－
0434号室(３LDK、３階)
※車椅子使用世帯向け住宅は、空き家
の有無を問わず､常時募集しています｡
J市住宅公社(M31-4563)、阿寒建設
課(M64-6191)､音別建設課(M01547-
6-2231)

６月30日㈬は
以下の市税等の納期限です
・市道民税(第１期)
・国民健康保険料(第１期)
・後期高齢者医療保険料(第１期)
・介護保険料(第１期)
※いずれも普通徴収分
・６月分保育園保育料
●市税等　休日の納付相談窓口
A６月26日㈯午前９時～午後５時
◆市税等の滞納に対しては、動産・不
動産を問わず差し押さえを執行し厳し
く対処しています。納付に当たってお
困りの際は納税課までご相談ください｡
J納税課(M31-4517・4518)
■■納付には便利な口座振替を■■

所得税の確定申告期限延長に伴う個
人住民税の影響についてのお知らせ
　所得税の確定申告書の提出期限が１
カ月延長されたことにより、申告書を
提出された時期によっては、６月中旬
にお送りする「21(令和３)年度市民
税・道民税納税(税額決定)通知書」に
申告内容が反映されない場合がありま
す。その場合は、翌月以降に申告内容
を反映し、税額を更正した「税額決定
通知書」を発送します。市民の皆さん
には、ご不便をおかけしますが、ご理
解の程よろしくお願いします。
J市民税課市民税担当(M31-4514)

市道民税(個人住民税)の
減免制度について
　下記のように災害や生活困窮などの
特別な事情により個人住民税の納付が
困難と思われる方について、本人の申
請により減免の対象となる場合があり
ます。減免の可否は、世帯全体の所得
状況や資産保有状況等を総合的に判断
した上で決定します。
D①生活保護法による扶助を受けるこ
ととなった方、およびそれに準ずる生
活困窮の状況にあると認められる方　
②災害により甚大な被害を受けた方　
③失業、廃業、疾病等により著しい生
活困窮の状況にあると認められる方　
※減免は申請時に納期が未到来の税額
分が対象であり、既に納期が到来して
いる税額分については減免の対象外。
21(令和３)年度の税額決定通知書は
６月中旬発送予定
J市民税課市民税担当(M31-4514)

農業者年金受給者の方へ
　６月30日㈬までに現況届を提出して
ください。
提出場所＝市役所４階農業委員会事務
局、農林課阿寒農林振興担当(阿寒町
行政センター内)、農林課音別農林振
興担当(音別町行政センター内)／J農
業委員会事務局(M31-4596)

国民健康保険課からのお知らせ
●国民健康保険証の更新に伴う
　郵送のお知らせ
　７月中旬に新しい保険証を郵送しま
す。簡易書留での郵送を希望される方
は、はがきに住所、氏名、簡易書留希
望と記載し､６月30日㈬(必着)までに
郵送してください。※配達日の指定は
できません。
郵送先・J国民健康保険課保険担当(〒
085-8505黒金町7-5M31-4528)
●健康保険の加入・脱退手続きを
　お忘れなく
　国民皆保険の制度により、協会けん
ぽ等の健康保険に加入している方以外
は、国民健康保険の加入が義務付けら
れています。転入や退職等で保険証を
お持ちでない方や、任意継続の加入期
間が終了する方は、忘れずに加入の手
続きをしてください。なお、保険料は
国保の資格が発生したときまで(最高
２年間)さかのぼって計算されます。
また、国保に加入中の方が市外へ転出
する場合や、協会けんぽ等の健康保険
の適用になった場合などは脱退の手続
きが必要になりますので、詳しくはお
問い合わせください。
J国民健康保険課保険担当(M31-452
8)

環境事業課からのお知らせ
●生ごみ減量講習会(要予約)
　｢食品ロス｣の削減や、コンポスト化
容器、段ボール箱を利用して生ごみを
堆肥にする方法について学べる講習会
です。家庭の生ごみを堆肥にすること
は、大きな「ごみの減量」につながり
ます。参加者には生ごみを堆肥にする
ための｢堆肥化基材｣を配布します｡
AB①６月26日㈯午前10時コアかが
やき　②29日㈫午後２時コア大空　
③７月１日㈭午前10時まなぼっと幣
舞※各１時間程度／E各25人
●集団資源回収に取り組みませんか
　家庭から出る新聞紙等のリサイクル
を進めるために、対象となる資源物を
協力して集める団体へ奨励金を交付し
ています。リサイクル意識を高めなが
ら団体活動の活性化につながる集団資
源回収をぜひご活用ください。
対象団体＝町内会などの非営利の市民
団体(自治会､子ども会､老人クラブ､
PTA等)※要事前登録／対象品目＝新
聞紙、雑誌、段ボール、紙パック／奨
励金＝回収した量に応じて、１㎏ごと
に２円
●ごみの野外焼却は禁止されています
　ごみの野外焼却は、一部例外を除き
法律で禁止されています。煙、すす、
悪臭により近隣への迷惑になるだけで
なく、有害物質の発生や野火の原因に
もなります。お互いが快い環境で過ご
すためにも絶対にやめてください。

●刈り草や枝は
　可燃ごみの日に排出してください
　刈り草や落ち葉は透明または半透明
の袋に入れ、

せんてい

剪定した木の枝は長さ
50cm以内にしてひもで束ねて、可燃
ごみの日に出してください(枝の太さ
は直径10cm以内のもので１回につき
３袋(束)程度とし、それぞれに名前を
書いてください)
●６月の不燃ごみの収集日
【釧路・音別地域】第１・３水曜日の
地区は６月２日㈬､16日㈬、第２・４
水曜日の地区は６月９日㈬､23日㈬､
【阿寒地域】第２・４金曜日の地区は
６月11日㈮、25日㈮、第２・４土曜
日の地区は６月12日㈯、26日㈯※各
該当地区はクリーンカレンダーをご覧
いただくかお問い合わせください。
J環境事業課廃棄物対策担当(M31-45
51)､K市民課環境担当(M66-2211)､
L市民課環境担当(M01547-6-2231)

市街地に出没するエゾシカについて
　近年、本来の生息適地ではない市街
地にエゾシカが出没し、住宅地や通学
路を徘徊するなどの事例が見られます｡
　市街地にエゾシカが出没した際は、
不用意に接近したり取り囲んだりせず
に避難してください。追い詰められ、
興奮状態になると予測しない行動をし
ます。近寄らずに遠くから見守ること
で、しばらくすると、湿原や山林に帰
っていくことが多いです。
※市では「エゾシカ農作物被害防止対
策事業」として、エゾシカの駆除を実
施していますが、これ以外を目的とし
た、駆除、捕獲、追い払いなどは実施
していません。
J環境保全課自然保護担当(M31-459
4)、K市民課環境担当(M66-2211)､
L市民課環境担当(M01547-6-2231)

カラス・ハトに餌を与えないで
　カラスやハトに餌を与えると人を恐
れなくなり、人に危害を加えたり、排
出ごみを荒らしたり、ふんで洗濯物が
汚れたりするなど、地域の皆さんの迷
惑となりますので餌は与えないでくだ
さい。
J環境保全課環境衛生担当(M31-453
3)､環境保全課自然保護担当(M31-45
94)､K市民課環境担当(M66-2211)､
L市民課環境担当(M01547-6-2231)

｢みんな安心」介護保険・高齢者福
祉ガイドをご利用ください
 市の介護保険や高齢者福祉サービス
の情報をまとめたガイドブックを作成
しました。防災庁舎３階介護高齢課、
各地域包括支援センターや各支所、コ
ア各館で配布している他、市ホームペ
ージにも掲載しています。
J介護高齢課高齢福祉担当(M31-453
9)

高齢者の優待施設のお知らせ
　市内に居住している65歳以上の方は､
下記施設の入場料等が全額または一部
減免されます。ご利用の際は、自分の
住所､氏名､年齢のわかる健康保険証､
介護保険証､運転免許証､マイナンバー
カード等を窓口に提示してください。
全額免除対象施設＝山花公園オートキ
ャンプ場(入場料のみ)、丹頂鶴自然公
園、湿原展望台、市立博物館、市立美
術館(特別展を除く)／半額免除対象施
設＝こども遊学館展示室観覧料(特別
展を除く)・プラネタリウム観覧料、
鳥取温水プール、阿寒町スポーツセン
タープール、音別町温水プール／J介
護高齢課高齢福祉担当(M31-4539)

心身障害者一般巡回相談(要予約)
　道立心身障害者総合相談所による身
体障がい者の補装具や知的障がい者の
療育手帳に関わる相談や判定等を行い
ます。
A８月24日㈫～26日㈭､11月30日㈫･
12月１日㈬、22(令和４)年３月８日
㈫・９日㈬／I２カ月前までに障がい
福祉課(M31-4537)へ

エイズ検査(HIV検査)･肝炎検査の
お知らせ
　HIVは性的接触や血液を介して感染
します。感染が心配な出来事があれ
ば、一度検査を受けてみましょう。
A毎月第２・４火曜日(６～９月、12
月は夜間帯にも実施)／FHIV検査・
肝炎検査／H匿名で受診可、HIVや肝
炎についての相談も受け付けています｡
詳細は釧路保健所のホームページをご
覧ください／BI釧路保健所(HIV相
談電話M65-8076)

心の健康相談(要予約)
A６月30日㈬､７月16日㈮､８月18日
㈬、９月15日㈬、10月13日㈬、11月
19日㈮、12月17日㈮、22(令和４)年
１月19日㈬、２月18日㈮、３月11日
㈮午後２時～５時／BI相談日の前日
正午までに釧路保健所(M65-5825)へ

特定不妊治療費助成事業
　夫婦の経済的な負担を軽減するため､
特定不妊治療費の一部を助成します。
D北海道の実施する特定不妊治療費助
成の決定を受けている方／対象となる
治療＝体外受精、顕微授精、およびそ
の一環として行われる男性不妊治療／
H詳細はお問い合わせください／J健
康推進課(M31-4524)

麻しん風しん混合予防接種を
受けましょう
　麻しんは感染力が強く、気管支炎、
肺炎、中耳炎などの合併症を引き起こ
すことがあります。また、風しんは妊
娠中の方がかかると、赤ちゃんに先天
性風しん症候群という障がいが残るこ
ともあります。
　以前に予防接種を受けた方も、麻し
んまたは風しんのどちらかにかかった
ことがある方も、予防接種を受けまし
ょう。下記対象者は、１回無料で予防
接種を受けることができます。

接種回数＝各１回※対象者以外の方も､
任意接種として有料で接種できます。
／I直接予防接種を実施している市内
医療機関へ／J健康推進課(M31-452
4)、K保健福祉課(M66-2120)、L

保健福祉課(M01547-9-5252)

子宮
けい

頸がん・乳がん検診
無料クーポン券が届きます
　21(令和３)年４月１日現在、20歳
の女性には子宮頸がん検診、40歳の
女性には乳がん検診を無料で受けられ
るクーポン券を５月下旬に発送しまし
た。この機会にぜひ受診しましょう。
※前年度の対象者で新型コロナウイル
ス感染症の影響により受診できなかっ
た方も受診することができますので、
健康推進課へお問い合わせください。
J健康推進課(M31-4524)

ひとり親家庭等の
お父さん、お母さんへお知らせ
●自分らしい美しさを引き出す
　メイキャップ
A６月12日㈯午前10時～正午／Dひ
とり親家庭等のお母さん(託児あり。
要予約)／E10人
●弁護士による無料法律相談
A６月16日㈬午後１時30分～４時／
Dひとり親家庭の親、一般の方(託児
あり。要予約)／E４人／F離婚、親
権、養育費、面接交渉権等
●ひとり親家庭のための自習室
A６月の毎週月曜日午後１時30分～
４時30分／D資格取得や高卒認定試
験を目指すひとり親家庭等の親および
子(託児あり。要予約)／H学習アドバ
イザー付き
●パソコン学習室
A６月の毎週火曜日午前10時～午後
３時／Dひとり親家庭等の親(要予約)
／E７人
【共通】B釧路こども家庭サポートス
テーションあさひI電話で釧路母子家
庭等就業・自立支援センター(M22-2
401)へ

６月の子育て講座
●おさかな料理教室
A６月３日㈭午前９時40分～正午／
B交流プラザさいわい／D１歳以上の
お子さんを持つ保護者(託児あり)／E

６人／I西部子育て支援拠点センター
(M65-6112)
●気持ちを楽に！
　こどもも大人も楽しめる食事
A６月11日㈮午前10時30分～11時
30分／D０歳～就学前のお子さんと
その家族、妊婦、子育てに携わってい
る方／E14組／F具体的な離乳食、
幼児食のアレンジ他／BI東部子育て
支援拠点センター(M65-9912)
●乳歯のお手入れ
A６月24日㈭午前10時30分～11時
30分／D０歳～就学前のお子さんと
その家族、妊婦、子育てに携わってい
る方／E11組／BI中部子育て支援
拠点センター(M38-5037)
●命を守ろう！交通安全教室
A６月29日㈫午前10時30分～11時
15分／D１歳５カ月以上のお子さん
とその家族／E11組／F交通ルール
他／BI親子つどいの広場昭和(M55-
2231)
●子育て教室
A７月７日㈬～８月４日㈬午後２時～
３時30分／D令和３年１月１日～４月
30日生まれの乳児とその家族／E14
組／F①母乳育児②離乳食③乳児の健
康④心と体が育つ関わり方※全４回開
催、詳しくはお問い合わせください／
BI東部子育て支援拠点センター(M
65-9912)

児童手当の現況届について
　児童手当受給者の方は、現況届の提
出が必要です。届出用紙等の必要書類
は、随時通知します。新型コロナウイ
ルス感染症の感染拡大防止のため、郵
送での提出を推奨します。
A６月１日㈫～30日㈬(土・日曜日は
除く)／BI防災庁舎２階こども支援
課(M31-4540)、K保健福祉課(M66-
2120)、L保健福祉課(M01547-9-51
51)

｢こども110番の店」協力のお願い
　子どもたちを不審者等から安全に保護
するため、コンビニエンスストアや事業
所等が「こども110番の店」として緊急
避難場所となっていただく取り組みを進
めています。子どもたちの安全確保のた
め、ステッカー掲示のご協力をお願いし
ます。また、すでにご協力いただいてい
る事業所等でステッカーの劣化がありま
したら、新しいステッカーをお渡ししま
すので、ご連絡ください。
J市教委教育支援課(M23-5189)

上下水道料金
夜間・日曜納付相談窓口
夜間=６月15日㈫午後８時まで／日曜
=６月27日㈰午前９時～午後５時／B

上下水道料金お客様サービスセンター
(南大通２-１-121)／J第一環境㈱釧
路事務所(上下水道部検針および収納
等業務受託会社M43-2161)

漏水調査業務に関する
お知らせとお願い
　上下水道部では、水道の安定供給を
図る目的で、地中に埋設されている水
道管の漏水調査業務を行います。作業
時間帯については日中および夜間帯で
実施しますので、ご協力をお願いしま
す。
A６月上旬～22(令和４)年２月下旬
／調査区域＝橋南地区､愛国地区､鳥取
地区／J上下水道部水道整備課管理担
当(M43-2163)

市民防災センター休館のお知らせ
　６月29日㈫は機器点検のため休館
します。
J消防本部予防課予防広報担当(M23-
0426)

釧路警察署鳥取西交番の
移転について
　４月末より鳥取西交番が移転してい
ます。
旧所在地＝鳥取大通9-2-15／新所在
地＝星が浦大通3-1-41(国道38号線イ
エローハット前交差点から南方向約
200メートル先)
　今後も、ご理解とご協力をお願いし
ます。
J釧路警察署地域課(M23-0110)

｢21(令和３)年経済センサス－活動
調査」実施中
　総務省と経済産業省では、６月１日
㈫を調査期日として、全国の全ての事
業所を対象とした「令和３年経済セン
サス－活動調査」を実施中です。
　調査員が事業所を訪問して調査を行
う「調査員による調査」では、インタ
ーネットで回答できます。なお、紙の
調査票に記入いただき、調査員に提出
することもできます。国が郵送で行う
「国、都道府
県および市に
よる調査｣で
は､インター
ネットまたは
郵送で回答い
ただけます。
J都市経営課統計担当(M31-4205)、
K地域振興課地域振興担当(M66-212
2)､L地域振興課(M01547-6-2231)

建築指導課からのお知らせ
●既存住宅耐震改修費補助申請
　受付中！
受付期間＝～10月29日㈮(先着順)／
対象住宅＝申込者が所有かつ居住して
いる住宅、長屋、併用住宅、共同住宅
で、81(昭和56)年５月31日以前に着
工され、現行の耐震基準に適合しない
と判定されたもの／D市内に住所を有
し、市税等の滞納がない方／補助金額
＝耐震改修工事費の23％以内で、限
度額は45万円
●老朽化が著しい空き家の除却費を
　一部補助します
対象の空家等＝市の調査により、国の
基準に基づく「不良住宅」と判定され
た専用住宅、共同住宅、長屋住宅また
は併用住宅であって、市の指定する地
区に位置し、かつ所有権以外の権利が
設定されていないもの／D空き家を所
有している個人(所有者が死亡してい
る場合は、その相続人を含む)で、市
税の未納がない方／補助金額＝除却工
事費の３分の１以内で限度額は30万円
／除却工事業者の要件＝市内に本店、
支店等があり、建設業許可または解体
工事者登録を受けている事業者／I６
月11日㈮(必着)までに申請書を直接
または郵送で。予定件数を超えた場合
は、不良住宅の判定基準により、優先
度の高い順に交付予定者を決定。
【共通】H既に着工している場合は対
象外。また、補助を受けるためには各
種条件がありますので、詳しくはお問
い合わせください／J市役所５階建築
指導課指導防災担当(〒085-8505黒
金町7-5M31-4569)

６月25日は
交通安全「無事故の日」
　交通法規の順守はもちろん、思いや
りや譲り合いの精神を念頭に、交通安
全を心掛けましょう。
J市民生活課(M31-4521)

市議会６月定例会
　６月16日㈬午前10時から開会予定
です。
J議会事務局(M31-4581)

釧路市ホームページの広告を
掲載しませんか
掲載位置＝トップページ下部／掲載期
間＝基本１カ月単位(最大12カ月連続
掲載可)／募集件数＝各期間12枠(先
着順)／G１枠２万950円／規格＝縦
60ピクセル×横200ピクセル／H詳細
はお問い合わせください／I市民協働
推進課(M31-4504)

■女性のための無料法律相談(要予約)
A６月９日㈬午後１時～３時／E４人
／BI６月２日㈬午前９時から電話で
男女平等参画センターふらっと(M65-
1034)へ
■障がい者就労支援相談(要予約)
A６月17日㈭午後１時～４時／B防
災庁舎３階障がい福祉課／I障がい福
祉課(M23-5201)、障がい者就業・生
活支援センターぷれん(M65-6500)
■男女平等参画相談
A月～金曜日(祝日を除く)午前８時
50分～午後５時20分／B市役所２階
市民協働推進課相談室※電話での相談
も可／F男女平等参画に関する市の施
策についての意見等、男女平等参画の
推進を阻害すると認められるものにつ
いての申し出、その他、男女平等参画
の推進に関する相談／J市民協働推進
課(男女平等参画相談電話M61-5030)

■法律相談(要予約。先着６人)
A６月４日㈮､18日㈮､７月２日㈮午
後１時～３時／B市役所１階市民相談
室／I相談日の１週間前の金曜日午前
８時50分から電話で市民協働推進課(M
31-4504・4505)へ
■行政相談
A６月１日㈫、15日㈫、７月６日㈫
午後１時～３時／B市役所１階市民相
談室／I相談日の前日正午までに電話
で釧路行政監視行政相談センター(M
23-7136)へ

税・保険・年金
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